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○
財
務
省
令
第
四
十
号

民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一

号
）
第
七
条
の
九
第
二
項
及
び
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿

書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
税
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

関
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

関
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
、
同
規
則
第
四
条
第
三
項
並
び
に
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
」
を
「
、
第
五
項
第
一
号
ロ
及
び

第
三
号
、
同
規
則
第
四
条
第
三
項
並
び
に
第
六
条
第
一
項
」
に

「
、
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
、
第
三
号
及
び
第
四
号
、

、

同
条
第
五
項
第
一
号
ロ
及
び
第
三
号
」
に
改
め

「

取
引
年
月
日
そ
の
他
の
日
付
け

」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
、

、
「
「

」



- 2 -

第
四
項
、
第
五
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
五
号
並
び
に
第
六
項
中
「
法
第
四
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法
第
七

条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
同
規
則
第
四
条
第
二
項

並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
国
税
関
係
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
関
係
書
類
」
と
、
同
規
則
第
三
条
第
三
項
第
二
号

中
「
取
引
に
関
し
て
、
相
手
か
ら
受
け
取
っ
た
契
約
書
、
領
収
書
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
及
び
自
己
の
作
成
し
た
こ
れ

ら
の
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法
施
行
令
第
四
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
申
告
貨
物
の
取
引
に
関
し
て
、
相
手
か

ら
受
け
取
っ
た
仕
入
書
、
請
求
書
、
原
産
地
証
明
書
、
契
約
書
、
領
収
書
及
び
自
己
の
作
成
し
た
発
注
書
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

ず
る
書
類
」
と

「
契
約
金
額
の
記
載
の
あ
る
契
約
書
又
は
金
銭
若
し
く
は
有
価
証
券
の
受
取
書
で
、
そ
の
記
載
さ
れ
た
契
約

、

金
額
又
は
受
取
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
金
額
の
記
載
の
あ
る
こ
れ
ら
の
書
類
で
、
そ
の
記
載
さ
れ
た
金
額
」
と
、
同
条
第
五
項

第
二
号
ロ 

、
同
規
則
第
四
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
一
号
並
び
に
第
八
条
第
一
項
中
「
国
税
に
関
す
る
法
律
」
と
あ

る
の
は
「
関
税
法
施
行
令
第
四
条
の
十
二
第
四
項
」
と
、
同
規
則
第
三
条
第
五
項
第
四
号
ニ
及
び
第
六
項
中
「
国
税
庁
長
官
」

「

」

、

「

「
、

」

、「

」
」

と
あ
る
の
は

財
務
大
臣

と

同
条
第
五
項
第
五
号
中

同
号
イ
中

勘
定
科
目

と
あ
る
の
は

そ
の
他
の
日
付
け

と
あ
る
の
は
「
同
号
中
「
輸
入
の
許
可
の
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
取
引
年
月
日
そ
の
他
の
日
付
け

」
と
」
を
加
え

「
同

」

、

号
、
同
規
則
第
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
八
条
第
一
項
中
「
国
税
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法
施
行
令
第
四
条
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の
十
二
第
四
項
」
と
、
同
規
則
第
四
条
第
一
項
第
五
号
中
」
及
び
「

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号

」
を
削
り

「
二
年

（

）

、

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
」
を
「
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
」
に
改
め

「
同
項
及
び
同
規
則
第
六
条
第
一
項
第
四
号
中

、

「
国
税
関
係
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
関
係
書
類
」
と
、
同
規
則
第
四
条
第
二
項
中
」
を
削
り

「

承
認
税
関
長
」
と
い

、
「

う

」
と
」
の
下
に
「
、
同
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
三
号
中
「
法
第
四
条
各
項
の
い
ず
れ
か
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法
第

。
）

」

」

、「

「

」
」

七
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
各
項
の
い
ず
れ
か

と

を
加
え

同
条
第
二
項
中

所
轄
税
務
署
長
等

を
「
同
条
第
二
項
中
「
法
第
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
関
税
法
第
七
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二

項
」
と

「
所
轄
税
務
署
長
等

」
に
改
め
る
。

、

」

第
八
条
の
表
中
「
、
第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
三
項
並
び
に
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
」
を
「
、
第
五
項
第
一

号
ロ
及
び
第
三
号
、
第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
三
項
並
び
に
第
六
条
第
一
項
」
に

「
及
び
第
四
号
、
第
四
条
第
一
項
第
一

、

号
」
を
「
、
第
四
号
、
第
五
項
第
一
号
ロ
及
び
第
三
号
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
第
三
条
第
二
項
の
項
の
次
に

次
の
六
項
を
加
え
る
。

第
三
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第
五
項

法
第
四
条
第
三
項

関
税
法
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お
い

各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
五
号

て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
三
項
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並
び
に
第
六
項

第
三
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六

国
税
関
係
書
類

関
税
関
係
書
類

項
、
第
四
条
第
二
項
並
び
に
第
六
条

第
一
項
第
四
号

第
三
条
第
三
項
第
二
号

取
引
に
関
し
て
、
相
手
か
ら
受
け
取

輸
入
の
許
可
を
受
け
た
貨
物
の
取
引

っ
た
契
約
書
、
領
収
書
そ
の
他
こ
れ

に
関
し
て
、
相
手
か
ら
受
け
取
っ
た

、

、

、

ら
に
準
ず
る
書
類
及
び
自
己
の
作
成

仕
入
書

請
求
書

原
産
地
証
明
書

し
た
こ
れ
ら
の
書
類

契
約
書
、
領
収
書
及
び
自
己
の
作
成

し
た
発
注
書
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
書
類

契
約
金
額
の
記
載
の
あ
る
契
約
書
又

金
額
の
記
載
の
あ
る
こ
れ
ら
の
書
類

は
金
銭
若
し
く
は
有
価
証
券
の
受
取

で
、
そ
の
記
載
さ
れ
た
金
額

書
で
、
そ
の
記
載
さ
れ
た
契
約
金
額
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又
は
受
取
金
額

第
三
条
第
五
項
第
二
号
ロ 

並
び
に

国
税
に
関
す
る
法
律

関
税
法
施
行
令
第
八
十
三
条
第
四
項

第
四
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
三
項

第
一
号

第
三
条
第
五
項
第
四
号
ニ
及
び
第
六

国
税
庁
長
官

財
務
大
臣

項第
三
条
第
五
項
第
五
号

同
号
イ
中
「
、
勘
定
科
目
」
と
あ
る

同
号
中
「
輸
入
の
許
可
の
年
月
日
」

の
は

「
そ
の
他
の
日
付
け
」

と
あ
る
の
は
「
取
引
年
月
日
そ
の
他

、

の
日
付
け
」

第
八
条
の
表
中

「

第
四
条
第
一
項
第
五
号

国
税
関
係
帳
簿
の

関
税
関
係
帳
簿
の

第
四
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
四
条

国
税
に
関
す
る
法
律

関
税
法
施
行
令
第
八
十
三
条
第
四

第
三
項
第
一
号

項
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第
四
条
第
一
項
第
五
号

当
該
国
税
関
係
帳
簿
に
係
る
国
税

二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

の
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
七

号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
法
定
申

告
期
限
（
当
該
法
定
申
告
期
限
の

な
い
国
税
に
係
る
国
税
関
係
帳
簿

に
つ
い
て
は
、
当
該
国
税
の
同
条

）

第
八
号
に
規
定
す
る
法
定
納
期
限

後
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

（
当
該
保
存
義
務
者
が
当
該
国
税

関
係
帳
簿
に
係
る
国
税
の
納
税
者

を

（
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
納
税

者
を
い
う

）
で
な
い
場
合
に
は
、

。
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当
該
保
存
義
務
者
が
当
該
納
税
者

で
あ
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当

該
期
間
に
相
当
す
る
期
間
）

第
四
条
第
二
項

法
第
五
条
第
二
項

関
税
法
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項

第
四
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
一
項

国
税
関
係
書
類

関
税
関
係
書
類

第
四
号

第
四
条
第
二
項

国
税
関
係
帳
簿
の
種
類
、
取
引
年

輸
入
の
許
可
の
年
月
日

月
日
そ
の
他
の
日
付
け
及
び
勘
定

科
目
（
勘
定
科
目
が
主
要
な
記
録

項
目
で
な
い
国
税
関
係
帳
簿
に
あ

っ
て
は
、
勘
定
科
目
を
除
く

）。

」

「

第
四
条
第
一
項
第
五
号

国
税
関
係
帳
簿
の

関
税
関
係
帳
簿
の
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当
該
国
税
関
係
帳
簿
に
係
る
国
税

三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

の
国
税
通
則
法
第
二
条
第
七
号

定
（

義
）
に
規
定
す
る
法
定
申
告
期
限

（
当
該
法
定
申
告
期
限
の
な
い
国

税
に
係
る
国
税
関
係
帳
簿
に
つ
い

て
は
、
当
該
国
税
の
同
条
第
八
号

に
規
定
す
る
法
定
納
期
限
）
後
三

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
当

該
保
存
義
務
者
が
当
該
国
税
関
係

帳
簿
に
係
る
国
税
の
納
税
者
（
同

、

条
第
五
号
に
規
定
す
る
納
税
者
を

に

い
う

）
で
な
い
場
合
に
は
、
当

。

該
保
存
義
務
者
が
当
該
納
税
者
で
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あ
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該

期
間
に
相
当
す
る
期
間
）

第
四
条
第
二
項

法
第
五
条
第
二
項

関
税
法
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項

国
税
関
係
帳
簿
の
種
類
、
取
引
年

輸
入
の
許
可
の
年
月
日

月
日
そ
の
他
の
日
付
け
及
び
勘
定

科
目
（
勘
定
科
目
が
主
要
な
記
録

項
目
で
な
い
国
税
関
係
帳
簿
に
あ

っ
て
は
、
勘
定
科
目
を
除
く

）。

」

「

第
五
条
第
一
項
第
五
号

法
第
七
条
第
一
項

関
税
法
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お

を

い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項

」

「

第
五
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
条

法
第
七
条
第
一
項

関
税
法
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お

に

い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項

」
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改
め
、
同
表
第
五
条
第
三
項
の
項
中
「
関
税
法
九
十
四
条
」
を
「
関
税
法
第
九
十
四
条
」
に
改
め
、
第
六
条
第
一
項
の
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項

法
第
四
条
各
項
の
い
ず
れ
か

関
税
法
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お
い

第
三
号

て
準
用
す
る
法
第
四
条
各
項
の
い
ず

れ
か

第
八
条
の
表
第
六
条
第
二
項
の
項
及
び
第
七
条
の
項
中
「
関
税
法
九
十
四
条
」
を
「
関
税
法
第
九
十
四
条
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
関
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類

の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
行
う
電
子
取

引
の
取
引
情
報
（
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
七
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
電
子
計
算
機
を

使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条

に
規
定
す
る
電
子
取
引
の
取
引
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
っ
た
電
子
取
引
の
取
引
情

。
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報
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
後
の
関
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
二
及
び
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関

係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
第
五
号
（
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
で
準
用

す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
行
う
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保

。

存
を
す
る
関
税
関
係
帳
簿
書
類
（
関
税
法
第
七
条
の
九
第
二
項
及
び
第
九
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
電
子
計
算
機

を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
計
算

機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
す
る
関
税
関
係
帳
簿
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
す
る
関
税
関
係
書
類
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ

る
保
存
を
す
る
関
税
関
係
帳
簿
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
っ
た
電
子
計
算
機
出
力
マ

。

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
す
る
関
税
関
係
帳
簿
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


